
大野城市技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針 
平成 20年 3 月 

 
 
１．現状 
 （１）職種ごとの人数・平均給与・平均年齢 
                           （平成 19年 4月 1 日現在） 

職 種 人 数 平均年齢 平均給与月額 備 考 

学校調理員 12 人 48.6 歳 389,903 円  

その他 13 人 50.0 歳 422,508 円  

計・平均 25 人 49.3 歳 406,858 円  

   ※その他とは、保育所調理員、用務員、運転手である。 
※平均給与月額は、給料月額（基本給）と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、

時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計した給与の平均です。 
 
 （２）職種ごとの年齢別の人数 
                             （平成 19年 4月 1 日現在） 
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以上 
学校調理員 0 人 0 人 1 人 1 人 1 人 4 人 1 人 0 人 4 人 0 人 
その他 0 人 1 人 0 人 0 人 0 人 3 人 4 人 3 人 2 人 0 人 
全 体 0 人 1 人 1 人 1 人 1 人 7 人 5 人 3 人 6 人 0 人 

 
 （３）その他給与に関する事項 
  ①給料表 
    『大野城市技能的業務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する規則』 

技能職給料表（別表第１）を適用 
     
  ②手当 

一般行政職と同様に、扶養手当・地域手当・住居手当・通勤手当・時間外勤務手当・休

日勤務手当期末手当・勤勉手当を、それぞれ該当者に支給しています。 
    なお、技能労務職員に適用される特殊勤務手当はありません。 
 
 
 



  ③昇給基準 
    昇給日を毎年１月１日と定め、同日前１年間におけるそれぞれの勤務成績に応じて昇給

を実施しています。ただし、人事評価制度が確立されるまでの期間は、４号給（55 歳を超
える職員は２号給）を標準として昇給を実施しています。 

 
２．基本的な考え方 
  技能労務職員の職務の性格や内容を踏まえつつ、民間の同種の職種に従事する者との均衡に

留意しながら、国、県における同種の職員の給与等を参考とし、適正な給与制度・運用となる

よう努めます。 
  また、職員については、民間委託等を推進し、退職による欠員補充は最小限とします。 
 
３．具体的な取組内容 
 （１）給料表について 
   平成１８年度に国の給与構造改革に合わせて給与水準の引き下げを実施した。今後も、人

事院及び県人事委員会の勧告等を参考に適正な給与等への改正を実施します。 
 
 （２）手当について 

特殊勤務手当に関しては、平成１８年度をもって技能労務職員に係る調理主任手当を廃止

し、技能労務職員に係る特殊勤務手当は全廃としている。 
   また、地域手当に関しては、平成２２年度に国の基準と同一になるよう平成２０年度から

支給率の段階的な引き下げを実施します。 
 
 （３）昇給・昇格のあり方 
   平成１８年度の国の構造改革に合わせて退職時特別昇給の廃止及び５５歳昇給抑制を実施

した。 
   また、昇給については、現在試行中の人事評価制度の本格導入をもって、その評価結果に

応じた昇給制度の確立と運用を図ってまいります。 
 
４．その他 
 （１）民間委託の推進 
   学校用務員については平成元年から、自動車運転手については平成３年から、学校給食調

理員については平成８年度から順次民間委託を実施し、退職者不補充を基本に行っている。 
なお、平成２０年度においても学校給食調理員及び学校用務員に関して各１校民間委託を

開始する予定です。 
 
 （２）事務・事業の見直し 
   保育所に勤務する技能労務職員である保育所調理員及び用務員については、保育所運営の

方向性を今後検討する予定であり、その中で併せて検討を行います。 



 
 （３）職員数の削減見込み 

①技能労務職員の中で学校調理員、学校用務員及び運転手については、今後１０年間で８

名が定年退職を迎えるが、業務の民間委託等により、当該退職者は不補充とする。 
②その結果、平成２９年度には、技能労務職員全体で１７名となる見込みである。 

 


